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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年７月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１１月２５日 １２時３０分ごろ 

発生場所 徳島県阿南
あ な ん

市 橘
たちばな

港東方沖の浅所 

 阿南市所在の刈又
かりまた

埼灯台から真方位３２０°１.３５海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３３°５１.７′ 東経１３４°４２.１′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 松
まつ

翔
しょう

丸、１３８トン 

   １３２４４２、松栄株式会社 

   ２７.５０ｍ×１０.５０ｍ×６.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年５月２２日 

Ｂ バージ 松
まつ

翔
しょう

、３,１８５トン 

   なし、松栄株式会社 

   ８６.９０ｍ×１８.８０ｍ×９.０５ｍ、鋼 

   機関なし、平成７年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年３月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年６月１日 

    免状有効期間満了日 平成２８年８月２３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首船底部に破口及び凹損、船底外板に亀裂、凹損及び擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、Ｂ船の船尾に船首部を結合し

て全長約１００ｍの押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成

し、船長Ａが単独で船橋当直に就き、高知県室戸
む ろ と

市室戸
む ろ と

岬北東方沖を

約８ノットの対地速力で自動操舵により、北東進していた。 

 船長Ａは、平成２５年１１月２５日０８時３０分ごろ波高が３ｍを

超えるようになったので、予定していた航行を諦め、１０時３０分ご

ろ橘港内の錨地に避泊することにし、昇橋した航海士Ａを操舵に当た
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らせ、１２時００分ごろ徳島県阿南市伊島
い し ま

の東方沖を北進した。 

 船長Ａは、１号レーダー後方の椅子に腰を掛け、３Ｍレンジとした

ＧＰＳプロッターに表示された２０ｍ等深線を見ながら、徳島県阿南

市飛
とび

島と同市裸
はだか

島との間の水路（以下「本件水路」という。）に向け

て左に変針し、右舷船首方の浅瀬に砕ける白波に注意しながら、ＧＰ

Ｓプロッターを１.５Ｍレンジに切り換え、間もなく減速するつもり

で西進中、１２時３０分ごろ飛島西方沖の浅所に乗り揚げた。 

 船長Ａは、衝撃を感じ、Ａ船押船列が停止したことから、乗り揚げ

たことを知り、約３０分間、機関を後進として離礁しようとしたもの

の、離礁できなかったので、船舶所有会社及び海上保安部に通報し

た。 

 Ａ船押船列は、２６日にタグボートの支援によって満潮時に離礁を

試みても、離礁できなかったので、２６日夕刻に接舷した瀬取り船に

貨物の一部を積み換えたところ、２６日夜に船体が浮上して離礁し、

橘浦に錨泊した。 

 Ｂ船は、応急処置を行った後、広島県呉
くれ

市の造船所において、仮の

修理を行った。  

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

(1) 気象 

① 乗組員の観測値 

   天気 雨、風向 南、風力 ６、視程 約３００ｍ 

② 気象観測値 

ａ 本事故発生場所の南東方約２.４km 付近に位置する蒲生
か も

田
だ

地

域気象観測所による本事故当時の観測値は、次のとおりであっ

た。 

時刻 

（時：分） 

降水量 

（mm） 

１０分間平均 最大瞬間 
気温 

（℃） 風向 
風速

（m/s） 
風向 

風速

（m/s） 

12:00 1.0  Ｅａｓｔ 8.5  ＥＳＥ 19.5  18.0 

12:10 0.5  Ｅａｓｔ 9.7 Ｅａｓｔ 19.8  17.8 

12:20 1.5  ＥＳＥ 10.6  ＥＳＥ  24.7  17.8 

12:30 3.5  Ｅａｓｔ  10.5  ＥＳＥ 26.2  17.7 

b 海上警報の発表状況 

      高松地方気象台では、１１月２３日２３時３５分瀬戸内海に

海上風警報を、２４日０５時３５分瀬戸内海及び四国沖北部に

海上強風警報を、２４日１１時３５分紀伊水道において、今後

２４時間以内に南の風で最大風速が２５m/s 以上に達する旨をそ

れぞれ発表しており、本事故当時も継続中であった。 

(2) 海象 

潮汐 下げ潮の初期、潮高 約１３０cm   
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 その他の事項 

 

 船長Ａは、平成２３年にＡ船の船舶所有会社へ入社し、Ａ船及びガ

ット船の一等航海士又は代理船長として乗り組み、高知県須崎
す さ き

市須崎

港と京浜港横浜区との間を往復する運航などに従事しており、平成２

５年７月からＡ船に船長として乗り組んでいた。 

 Ｂ船は、船首部にジブクレーンを、その後方に船倉１個をそれぞれ

備えたバージであり、本事故当時、採石約５,５００ｔを積載してお

り、喫水が船首約６.１ｍ、船尾約５.９ｍであった。 

 船長Ａは、ふだん、室戸岬から和歌山県串本町潮
しおの

岬に向かう際、

室戸岬から北東進し、伊島南方約２０Ｍ付近から東進した後、南東進

し、潮岬南方１Ｍ付近を通過していた。 

 船長Ａは、１１月２４日２２時４０分ごろ出港する際、気象及び海

象の情報を収集し、波高が約３ｍとの予想であったので、何とか航行

できるものと思い、出港した。 

 安全管理規程（平成１８年１１月１日）に基づく運航基準には、次

のような記載がある。 

 第２章 運航の中止（抜粋） 

（目的港への発航の中止） 

２ 船長は、目的港への発航前において、航行中に遭遇する気象・海

象（視程を除く。）が次に掲げる条件のいずれかに達するおそれが

あると認めるときは、目的港への発航を中止しなければならない。 

(1) 風速が１５m/s 以上の時 

(2) 波高が２.５ｍ以上の時 

 船長Ａは、これまでに避泊した経験を有する和歌山県由良
ゆ ら

港外又は

避泊の経験がないものの、橘港に避泊することを検討し、気象情報が

より入手しやすい橘港に避泊することにした。 

 Ａ船には、廃版となった海図第１１０４号（橘港及付近）及び瀬戸

内海水路誌を保有していたが、橘港へ接近する針路法を確認しておら

ず、本件水路を通過して錨地に接近することにした。 

 船長Ａは、Ａ船押船列の喫水が約６ｍなので、ＧＰＳプロッターに

より、２０ｍ等深線に注意を払いながら航行すれば、予定の錨地まで

安全に接近できると思っていた。 

 瀬戸内海水路誌には、次のような記載がある。 

 針路法 

 北方から入港する場合は、ウルメ島を２２３°に見て接近し、舟磯

灯標（３３°５３.５′Ｎ １３４°４２.４′Ｅ）を右正横に見たな

らば２４５°に変針して小勝島頂に向首する。さらにウルメ島を左正

横後適宜入港する。 

 東方から入港する場合は、舟磯灯標を２７０°に見て接近し、浦口

南方の刈又埼灯台（３３°５０.７′Ｎ １３４°４３.２′Ｅ）を左

正横に見て２４２°に変針し、以後は北方から入港する場合の針路法
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に従って入港する。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船押船列は、橘港内の錨地に避泊しようとして飛島北西方沖を西

進中、船長Ａが、橘港への入港針路法を調査していなかったことか

ら、１.５ＭレンジとしたＧＰＳプロッターに表示された２０ｍ等深

線を見ながら航行すれば、予定の錨地まで安全に接近できるものと思

い、本件水路を航行し、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、橘港内の錨地に避泊しようとして飛島北

西方沖を西進中、船長Ａが、橘港への入港針路法を調査していなかっ

たため、１.５ＭレンジとしたＧＰＳプロッターに表示された２０ｍ

等深線を見ながら航行すれば、予定の錨地まで安全に接近できるもの

と思い、本件水路を航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  船長Ａは、本事故後、運航基準を遵守し、気象状況によっては、発

航を中止することにしたほか、避泊地に接近するに当たっては、事前

に水路状況の調査を行うことにした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・発航する際は、気象情報を十分に確認し、運航基準及び堪
たん

航性を

考慮した上、発航の可否を判断すること。 

・荒天が予想される場合には、予備を含め、避泊地を十分に検討し

ておくこと。 

・経験のない避泊地に接近する場合には、最新の水路図誌類を使用

して事前に水路状況の調査を十分に行い、推薦された針路法に従

って航行すること。 

・ＧＰＳプロッターによる船位のみを頼りに錨地に接近しないこ

と。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 

Ａ船 


